
◆保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳

○平成２３年度上半期

（単位：件）

死亡保険金 災害保険金
高度障害
保険金

その他 合計 死亡給付金 入院給付金 手術給付金 障害給付金 その他 合計

詐欺取消・詐欺無効 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

不法取得目的無効 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

告知義務違反解除 23 0 0 0 23 3 287 97 0 184 571 594

重 大 事 由 解 除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

免 責 事 由 該 当 44 5 3 0 52 48 32 13 0 13 106 158

支 払 事 由 非 該 当 0 47 107 138 292 12 64 4,618 41 75 4,810 5,102

そ の 他 3 0 0 0 3 0 27 6 0 31 64 67

お 支 払 い 非 該 当
件 数 合 計 70 52 110 138 370 63 410 4,734 41 303 5,551 5,921

お 支 払 い 件 数 10,487 358 507 12,773 24,125 3,948 90,377 44,489 179 83,714 222,707 246,832

※生命保険協会による「保険金等の支払・不払件数の計上に係る基準モデル」に基づき算出しております。

◆半期毎の時系列推移表
（単位：件）

Ｈ２０年度

Ｈ２３年度
上半期 246,832件 5,921件

下半期 件 件

Ｈ２２年度
上半期 251,618件 6,036件

下半期 267,921件 6,535件

Ｈ２１年度
上半期 261,855件 6,311件

下半期 284,422件 6,506件

お支払い件数 お支払い非該当件数

下半期 312,301件 6,195件

平成２３年１２月２０日
朝日生命保険相互会社

保険金 給付金
合計



◆用語について

重大事由解除
保険金・給付金を詐取する目的で故意に事故を起こしたり、ご請求に際して診断書偽造などの悪質な行為が認め
られた場合には、こ契約を解除することがあります。

免責事由該当

約款には、保険金・給付金ごとに、免責事由としてお支払いできない場合を規定しています。主なものとしては、死
亡保険金について、ご契約後一定期間内の被保険者の自殺、災害死亡保険金について、契約者・被保険者の故
意または重大な過失による被保険者の死亡、被保険者の無免許運転および酒気帯び等運転による死亡等の場合
があります。

支払事由非該当
約款には、保険金・給付金ごとに、お支払事由を規定していますが、この支払事由に該当しない場合には保険金・
給付金をお支払いできません。お支払いできない主なものとして、給付金については、約款に定める手術にあては
まらない場合等があります。

告知義務違反解除
保険契約のご加入に際して、故意または重大な過失によって、会社が告知を求めた事項について事実を告知され
なかった場合や、事実と違うことを告知された場合にはご契約を解除（ご加入後２年以内）することがあります。

詐欺取消・詐欺無効 告知義務違反の内容が特に重大な場合などには、詐欺としてご契約を取消または無効とすることがあります。

不法取得目的無効
保険金・給付金を不法に取得する目的をもって、保険契約にご加入された場合には、ご契約を無効とすることがあ
ります。


